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市民課窓口でキャッスレスサービスを開始します 

 

【目的】 

キャッシュレス化により、市民の利便性の向上を図るとともに、業務の合理化

を図るもの。 

 

 

【内容】 

既に導入しているセミセルフレジのほか、クレジットカード・電子マネー・二

次元コード決済によるキャッシュレスサービスを開始。 

  

 

【利用開始日】 

7月 1日始業時 

 

 

【利用できる決済サービス】 

〇クレジットカード  

・ＶＩＳＡ 

・Ｍａｓｔｅｒ 

・ＪＣＢ など 

 

〇電子マネー 

・ＷＡＯＮ 

・ｎａｎａｃｏ 

・Ｓｕｉｃａ など 

 

〇二次元コード決済 

・ＰａｙＰａｙ 

・ａｕＰＡＹ など 

 

 

【対象のサービス】 

市民課で発行する証明書の発行手数料 

・住民票の写し   ・戸籍謄本（抄本） 

・除籍謄本（抄本） ・印鑑登録証 

・印鑑登録証明 など 

※画像はイメージであり、実際の導入機器とは若干異なります。 


